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表紙*A案*

第 72 回  定時株主総会

招集ご通知
　

開催
日時

　

2025年６月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

開催
場所

　

東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲２階「Room D」

議決権行使期限
2025年６月25日（水曜日）

午後５時00分まで
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招集ご通知

証券コード　8023
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （発送日）2025年６月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電子提供措置開始日）2025年６月５日
株 主 各 位

東 京 都 新 宿 区 揚 場 町 ２ 番 １ 号
DAIKO XTECH株式会社
代表取締役社長 松　山　晃一郎

第72回定時株主総会招集ご通知

　　当社ウェブサイト
　　https://www.daiko-xtech.co.jp/ir/meeting

　　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第72回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載
しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名
（会社名）に「ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ」または証券コード「8023」を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙
に 賛 否 を ご 表 示 の う え 、 ご 送 付 い た だ く か 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ り 議 決 権 行 使 サ イ ト
（https://evote.tr.mufg.jp/）において、賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2025年６
月25日（水曜日）午後５時00分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

1. 日　　時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
2. 場　　所 東京都中央区八重洲一丁目３番７号

八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲２階「Room D」

3. 株主総会の目的事項
報告事項 1．第72期（自2024年４月１日至2025年３月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに

会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第72期（自2024年４月１日至2025年３月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項
　第１号議案　剰余金配当の件
　第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件
　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内
【議決権の行使等についてのご案内】をご参照願います。

    

記

以　上
◎お願い1.当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。
　　　　2.ご希望の株主さまは、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、インターネットによ

り議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）でお手続きください。（携帯電話向けサイトではお手続きできませ
ん。また携帯電話用のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。）

　　　　3.本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしま
す。なお、電子提供措置事項のうち、連結注記表および個別注記表につきましては、法令および定款に基づき、お送りす
る書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類および計算書類は、監査報告を
作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

　　　　4.今後の状況により、株主総会の運営に変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト（https://www.daiko-xtech.co.jp/ir/）
において、お知らせいたします。
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招集ご通知

【議決権の行使等についてのご案内】
1．代理人による議決権の行使
　代理人としてご出席いただける方は、議決権を有する他の株主さま１名のみとし、会場受付にて代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

2．電子提供措置事項に修正が生じた場合の周知方法
　電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイ
トにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

3．議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取り扱い
　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案につき、賛否の意思表示をされない
場合は賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

4．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
(1) 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の

内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただ

きます。
5．議決権の不統一行使に際しての事前のご通知方法
　議決権の不統一行使をされる場合には、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を2025年６月20日（金曜日）ま
でに到着するよう当社にご通知ください。

6．インターネットによる議決権行使のご案内
　お手続きは、後記の＜インターネットによる議決権行使のご案内＞をご高覧のうえ、議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）をご利用ください。

以　上
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インターネットによる議決権行使方法のお手続きについて

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分)

2025年６月25日（水曜日）
午後５時00分到着分まで

2025年６月25日（水曜日）
午後５時00分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第2、3号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使方法のお手続きについて

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使サイトにログインすることができます。 議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

DAIKO XTECH株式会社

第72回定時株主総会

2025年06月26日開催

10個

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9時～21時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信料等は、株主さまのご負担となります。
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剰余金配当の件

第１号議案 剰余金配当の件
議案および参考事項

　当社の利益配分の基本方針は、業績および業績見通しを慎重に検討し、安定的な配当と内部留保の
充実を総合的に勘案して決定することとしております。
　上記の基本方針に基づき、第72期の期末配当につきましては、１株当たり30円としておりました
が、中期経営計画「CANVAS ONE」の最終年である当期の業績等を勘案いたしまして、１株当たり
２円の増配をし、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金32円　総額406,150,432円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年６月27日

0

10

5

35

30

25

20

15

第72期
（当期）

第69期第68期

10

15

21

32（予定）

第70期

期末配当
16

記念配当
5

29

第71期

１株当たり年間配当金の推移（円）
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
８名選任の件

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位・担当

1
　

再 任
　

ま つ

松
 

 
や ま

山
 

　
こ う

晃
い ち

一
ろ う

郎 代表取締役社長 CEO

2
　

再 任
　

お か

岡
 

 
だ

田
 

 
 

　
 

 
け ん

憲
 

 
じ

児 代表取締役副社長 COO

3
　

再 任
　

そ の

園
 

 
だ

田
 

 
 

　
 

 
の ぶ

信
 

 
ひ ろ

裕 取締役常務執行役員 CISO

4
　

再 任
　

せ き

関
 

 
 

 
 

　
 

 
 

　
た か

高
 

 
し

志 取締役上席執行役員
システム本部長

5
　

再任
　

ま

間
 

 
ぶ ち

渕
 

 
 

　
 

 
た け

剛
 

 
し

志 取締役執行役員コーポレート本部長 CCO

6
　

再 任
　

お か

岡
 

 
だ

田
 

　
と

登
し

志
お

夫
社 外

独 立
　

取締役

7
　

再任
　

た き

滝
 

 
が わ

川
 

 
 

　
 

 
よ し

芳
 

 
ま さ

賢 社 外
　

取締役

8
　

新 任
　

お お

大
 

 
や ま

山　みのり
社 外

独 立
　

　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）
９名全員が任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

所有する当社株式数

105,544株
取締役在任年数

9年
取締役会への出席状況

100% (13回／13回)　

1 ま つ

松
や ま

山
 

　
こ う

晃
い ち

一
ろ う

郎 1965年11月16日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1988年    4月 当社入社
    2004年    4月 当社流通営業部長
    2009年    4月 当社関西支店長
    2012年    4月 当社公共システム本部副本部長
    2013年    4月 当社執行役員公共ビジネス統括

本部長
    2015年    4月 当社上席執行役員CCO

コーポレート本部長

    2016年    4月 当社副社長執行役員COO
経営革新本部長

    2016年    6月 当社代表取締役社長COO
経営革新本部長

    2018年    4月 当社代表取締役社長COO
    2018年    6月 当社代表取締役社長CEO兼

COO
    2024年    4月 当社代表取締役社長CEO

（現任）　
取締役候補者とした理由
松山晃一郎氏は、1988年当社入社、関西支店長、公共ビジネス統括本部長、コーポレート本部長
を経て、2016年６月に代表取締役社長に就任し、現在は代表取締役社長CEOを務めております。
当社の事業全般にわたる豊富な業務経験と経営革新に関する知見を有しており、引き続き取締役候
補者としております。

　

所有する当社株式数

55,435株
取締役在任年数

13年
取締役会への出席状況

100% (13回／13回)　

2 お か

岡
だ

田
 

　
け ん

憲
じ

児 1960年８月29日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1984年    4月 当社入社
    2010年    4月 当社執行役員名古屋支店長
    2012年    4月 当社執行役員産業ビジネス

統括本部長兼流通ビジネス本部長
    2012年    6月 当社取締役執行役員産業ビジネス

統括本部長兼流通ビジネス本部長
    2014年    6月 当社取締役上席執行役員産業ビジネス

統括本部長兼流通ビジネス本部長
    2015年    4月 当社取締役上席執行役員インフラ

ビジネス本部長兼ネットワーク
ビジネス統括部長

    2017年    4月 当社取締役上席執行役員インフラ
ビジネス本部長兼エリア営業本部長

    2017年    6月 当社取締役常務執行役員インフラ
ビジネス本部長兼エリア営業本部長

    2018年    4月 当社取締役常務執行役員
マーケティング本部長

    2019年    6月 当社取締役専務執行役員
マーケティング本部長

    2020年    4月 当社取締役専務執行役員
    2024年    4月 当社代表取締役副社長COO

（現任）　
取締役候補者とした理由
岡田憲児氏は、1984年当社入社、名古屋支店長、産業ビジネス統括本部長を経て、2012年６月
に取締役に就任し、現在は代表取締役副社長COOを務めております。当社主要ビジネスについて
豊富な経験を有しており、引き続き取締役候補者としております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

所有する当社株式数

37,652株
取締役在任年数

7年
取締役会への出席状況

100% (13回／13回)　

3 そ の

園
だ

田
 

　
の ぶ

信
ひ ろ

裕 1960年10月１日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1983年    7月 当社入社
    2006年    4月 当社製造ソリューション統括部

第二システム部長
    2007年    4月 当社製造ソリューション統括部長
    2010年    4月 当社システムソリューション本部長
    2014年    6月 当社執行役員産業ビジネス統括本部

システム品質統括責任者兼
流通ビジネス本部副本部長

    2014年    10月 当社執行役員
ＳＥイノベーション本部副本部長

    2016年    4 月 当社執行役員
ＳＥイノベーション本部長

    2017年    4 月 当社上席執行役員
ＳＥイノベーション本部長

    2018年    6 月 当社取締役上席執行役員
ＳＥイノベーション本部長

    2020年    6 月 当社取締役常務執行役員
ＳＥイノベーション本部長

    2021年    4 月 当社取締役常務執行役員
    2024年    4 月 当社取締役常務執行役員CISO

（現任）　
取締役候補者とした理由
園田信裕氏は、1983年当社入社、システムソリューション本部長、ＳＥイノベーション本部長を
経て、2018年６月に取締役に就任し、現在は取締役常務執行役員CISOを務めております。システ
ムソリューションに関する豊富な業務経験と知見を有しており、引き続き取締役候補者としており
ます。

　

所有する当社株式数

25,314株
取締役在任年数

4年
取締役会への出席状況

100% (13回／13回)　

4 せ き

関
 

　
た か

高
し

志 1966年8月23日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1990年    4月 当社入社
    2008年    4月 当社流通ソリューション統括部

第一システム部長
    2012年    10月 当社リテールビジネス統括部長代理
    2014年    4月 当社リテールビジネス統括部

統括部長代理兼システム部長兼産
業ビジネス統括本部システム品質
責任者

    2017年    4月 当社ＳＥイノベーション本部副本
部長兼流通サービスシステム部長

    2020年    4月 当社執行役員ＳＥイノベーション
本部副本部長

    2021年    4月 当社執行役員ＳＥイノベーション
本部長

    2021年    6月 当社取締役執行役員ＳＥイノベー
ション本部長

2022年    6月 当社取締役上席執行役員
ＳＥイノベーション本部長

2024年 ４月 当社取締役上席執行役員
システム本部長（現任）　

取締役候補者とした理由
関高志氏は、1990年当社入社、リテールビジネス統括部システム部長、ＳＥイノベーション本部
長を経て、2021年６月に取締役に就任し、現在は取締役上席執行役員システム本部長を務めてお
ります。システムソリューションに関する豊富な業務経験と知見を有しており、引き続き取締役候
補者としております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

所有する当社株式数

10,623株
取締役在任年数

1年
取締役会への出席状況

100% (10回／10回)　

5 ま

間
ぶ ち

渕
 

　
た け

剛
し

志 1971年１月21日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1999年    4月 当社入社
2013年  7月 当社法務コンプライアンス部長
2015年    4月 当社総務人事部長
2019年    4月 当社コーポレート本部副本部長

2023年    4月 当社執行役員コーポレート本部長
2023年    6月 当社執行役員コーポレート本部長

CCO
2024年    6月 当社取締役執行役員コーポレート

本部長CCO（現任）　
取締役候補者とした理由
間渕剛志氏は、1999年当社入社、法務コンプライアンス部長、総務人事部長、コーポレート本部
副本部長（経営企画部門含めた管理部門全般）を経て、2024年６月に取締役に就任し、現在は取
締役執行役員コーポレート本部長CCOを務めております。コンプライアンス等の法務部門をはじ
め、総務、人事など管理部門における豊富な業務経験と知見を有しており、引き続き取締役候補者
としております。

　

所有する当社株式数

0株
取締役在任年数

６年
取締役会への出席状況

100% (13回／13回)　

6 お か

岡
だ

田
 

　
と

登
し

志
お

夫 1958年10月26日生
再 任 社 外 独 立

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1982年    4月 株式会社キーエンス入社
    2001年    10月 株式会社イプロス代表取締役社長

    2019年    6月 当社取締役（現任）
    2020年    1月 株式会社MITOS代表取締役（現任）　

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
岡田登志夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は株式会社キーエンスでの豊富な業務経験に
加え、株式会社イプロスの代表取締役社長を経て、現在はビジネスプロデューサーとして、様々な
企業の新規事業立ち上げや業務改革を手掛けており、特にその豊富な業務経験と経営管理の知見か
ら取締役の職務執行に対する監督および当社の経営に的確な助言を期待し、取締役候補者としてお
ります。同氏は2019年６月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の
時をもって６年となります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

所有する当社株式数

0株
取締役在任年数

1年
取締役会への出席状況

100% (10回／10回)　

7 た き

滝
が わ

川
 

　
よ し

芳
ま さ

賢 1972年４月28日生
再 任 社 外

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1996年    4月 富士通株式会社入社
2016年    4月 同社GSI)ビジネスマネジメント本部

システム業務統括部グループ経営推
進室長

2019年  6月 同社営業)ビジネスマネジメント本
部企画統括部長

2021年    4月 同社ビジネスマネジメント本部エグ
ゼクティブディレクター(Japanリ
ージョン担当)

2022年11月 同社Japanリージョンビジネスマネ
ジメント本部長

2024年  4月 同社ビジネスマネジメント本部エグ
ゼクティブディレクター(Japanリ
ージョン担当)

2024年  6月 当社取締役（現任）
2025年  4月 富士通株式会社ビジネスマネジメン

ト本部エグゼクティブディレクター
(国内マネジメント担当)（現任）　

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
滝川芳賢氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は富士通株式会社のビジネスマネジメント本部
エグゼクティブディレクターを務めており、その豊富な業務経験と実績から取締役の職務執行に対
する監督および当社の経営に的確な助言を期待し、取締役候補者としております。同氏は、2024
年６月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって１年となり
ます。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

所有する当社株式数

0株　

8 お お

大
や ま

山
 

　
 

み
 

の
 

り 1977年１月24日生
新 任 社 外 独 立

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1999年10月 中央監査法人入所
2003年 ４月 公認会計士登録
2008年 ９月 オックスフォード大学サイードビ

ジネススクール経営学修士修了
2009年 １月 PwCアドバイザリー株式会社(現

PwCアドバイザリー合同会社）
入社

2015年５月 大山みのり公認会計士事務所代表
（現任）

2020年４月 グロービス経営大学院専任講師
（現任）

2020年６月 株式会社イングリウッド社外監査
役（現任）

　
取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
大山みのり氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として培われた高度な専門知識
を有していることに加え、中央監査法人での会計監査、内部統制監査業務、オックスフォード大学
サイードビジネススクールにおけるMBA取得のほか、PwCアドバイザリー株式会社でのM＆A統
合支援業務を経て、現在は大山みのり公認会計士事務所代表、グロービス経営大学院専任講師を務
めており、経営、M＆Aに関する専門的知見から取締役の職務執行に対する監督および的確な助言
を期待し、取締役候補者としております。

　
(注) 1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．岡田登志夫、滝川芳賢、大山みのりの３氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
なお、当社は岡田登志夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認さ
れた場合、届出を継続する予定であります。
また、大山みのり氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3．社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係
滝川芳賢氏は、富士通株式会社でビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクターを務めており、同社は当社の主要
な取引先として会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。

4．当社は、岡田登志夫、滝川芳賢の両氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款第24条に基づき、会社法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に
定める最低責任限度額を限度としております。両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するも
のとしております。また、大山みのり氏が選任された場合、同氏とも当該契約を締結する予定であります。

5．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任およ
び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案が原案どおり承認可決
された場合、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での
更新を予定しております。
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監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番号 氏名 現在の当社における地位・担当

1
　

再 任
　

お お

大
 

 
に し

西
 

 
 

　
 

 
 

　
 

 
ひろし

浩 取締役常勤監査等委員

2
　

再 任
　

ひ

樋󠄁
 

 
ぐ ち

口
 

 
 

　
 

 
ち

千
 

 
づ る

鶴
社 外

独 立　
取締役監査等委員

3
　

再 任
　

お

小
 

 
の

野
 

 
 

　
 

 
ひ ろ

弘
 

 
ゆ き

之
社 外

独 立　
取締役監査等委員

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となります。つきましては、
監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

所有する当社株式数

14,690株
取締役在任年数

２年

　

1 お お

大
に し

西
 

　
ひろし

浩 1963年１月１日生
再 任

　
　

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1988年  5月 当社入社
2009年  6月 当社管理本部総務部長
2013年  7月 当社監査部長
2014年10月 当社コーポレート本部経理部長兼

グループ管理部長
2015年  4月 当社コーポレート本部経営企画部

長

2016年    4月 当社コーポレート本部長
2019年  4月 当社執行役員コーポレート本部長
2019年  6月 当社執行役員コーポレート本部長

CCO
2023年  4月 当社執行役員CCO
2023年  6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

　
監査等委員である取締役候補者とした理由
大西浩氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は1988年当社入社、総務部長、監
査部長、経営企画部長、コーポレート本部長、執行役員CCOを経て、2023年６月より当社常勤監
査等委員に就任しており、特に当社の事業全般に関する豊富な知識およびコンプライアンスや内部
監査に関する高い見識を有していることから、引き続き監査等委員である取締役候補者としており
ます。　

所有する当社株式数

０株
取締役在任年数

４年　

2 ひ

樋󠄁
ぐ ち

口
 

　
ち

千
づ る

鶴 1967年３月27日生
再 任 社 外 独 立

　　
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    2007年    9月 弁護士登録（東京弁護士会）

上條・鶴巻法律事務所入所（現任）
    2018年    6月 当社監査役

2021年    6月 当社取締役（監査等委員）（現任）　
監査等委員である取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
樋󠄁口千鶴氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は法律の専門家としての豊富
な経験と高い見識に加え、コンプライアンス等の企業法務に精通しており、特に弁護士としての専
門的な知見を活かし、法的かつ客観的な視点から取締役の職務執行に対する監査、監督および助言
を期待し、監査等委員である取締役候補者としております。
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監査等委員である取締役３名選任の件

所有する当社株式数

7,100株
取締役在任年数

４年
　

　

3 お

小
の

野
 

　
ひ ろ

弘
ゆ き

之 1954年8月10日生
再 任 社 外 独 立

　　
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況
    1978年    4月 富士通株式会社入社
    2011年    5月 同社執行役員社会基盤ソリューシ

ョンビジネス副グループ長
    2013年    5月 同社執行役員常務公共・地域営業

グループ長
    2014年    6月 当社取締役

    2015年４月 富士通株式会社執行役員専務国内
営業部門長兼テクニカルコンピュ
ーティング・ソリューション事業
本部、特機システム事業本部、未
来医療開発センター担当

    2018年４月 株式会社富士通マーケティング
(現富士通Japan株式会社)代表取
締役会長

2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）　
監査等委員である取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
小野弘之氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は富士通株式会社での豊富な
業務経験に加え、株式会社富士通マーケティング(現富士通Japan株式会社)の代表取締役会長とし
て企業経営に関する経験を有しており、特にその豊富な業務経験と経営管理の知見から取締役の職
務執行に対する監査、監督および当社の経営に的確な助言を期待し、監査等委員である取締役候補
者としております。

　
(注) 1．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．樋󠄁口千鶴、小野弘之の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は樋󠄁口千鶴、小野弘之の両氏を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合、届出を継続する予
定であります。

3．小野弘之氏は、当社の社外取締役を2014年６月から2015年６月まで務めておりました。
4．小野弘之氏は、過去10年間に、当社の主要な取引先として会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者で

ある富士通株式会社および株式会社富士通マーケティング（現富士通Japan株式会社）の業務執行者となったことがありま
す｡

5．当社は、樋󠄁口千鶴、小野弘之の両氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款第24条に基づき、会社法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額を限度としております。両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するもの
としております。

6．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任およ
び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険により填補することとしております。本議案が原案どおり承認可決され
た場合、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新
を予定しております。

15



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2025/05/30 11:08:18 / 24179294_ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ　株式会社_招集通知_電子提供措置用

ご参考

ご参考 スキル・マトリックス

氏名
取締役会のスキル・マトリックス

企業経営 営業・
マーケティング 財務・会計 ICT・デジタル 法務・

コンプライアンス

取締役
（監査等委員である取締役を

除く。）

松山　晃一郎 ◎ 〇 〇
岡田　憲児 ◎ 〇
園田　信裕 〇 〇
関　　高志 〇 〇
間渕　剛志 〇 〇
岡田　登志夫 ◎ 〇
滝川　芳賢 〇
大山　みのり 〇 ◎

監査等委員である取締役
大西　　浩 〇 〇 〇
樋󠄁口　千鶴 ◎
小野　弘之 ◎ 〇

　第２、３号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会後の取締役会のスキル・マトリックスは以下
のとおりとなります。

(注)　◎は代表取締役またはCEOの経験を有する者、法律の専門家である弁護士、財務・会計の専門家である公認会計士であります。

以　上

16
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

1．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境に改善の動きが見られ、設備投
資も増加傾向にあるなど、景気は緩やかな回復基調にあります。しかしながら、米国の関税政策動向
や物価上昇の継続による消費者マインドの下振れが、国内景気を下押しするリスクとなっており、先
行きは依然として不透明な状態が続いております。
　このような経済状況の中、当情報サービス業界では、業務効率化に対するニーズの高まりを背景に
生成AIをはじめとするデジタル技術の社会・生活への浸透が進む一方、多くの企業で稼働する既存IT
システムの老朽化やサイバーセキュリティに対する課題への対応など、企業の中長期的な視点に立っ
たIT投資は堅調に推移いたしました。
　こうした環境の下、当社グループでは長期ビジョン「CANVAS（キャンバス）」に基づく、中期経
営計画「CANVAS ONE（2023年３月期～2025年３月期）」の最終年として、次期中期経営計画に
向けた礎を築くため、三つの基本戦略①「新たな価値提供への『挑戦』」、②「『強み』を活かしたコ
アビジネスの成長」、③「『強み』×『挑戦』を支える事業基盤の強化」を掲げ、人的資本を中心とし
た価値創造投資を推進すべく、「五方良し」の経営の実践に向け取組んでまいりました。
　営業活動全般におきましては、お客さまの様々なITシステム基盤刷新ニーズを取り込み、前期に引
き続き収益性の高い、以下の当社開発製品を中心とした重点ソリューションの提案と販売に注力いた
しました。
　①　インダストリーソリューション分野
　　・部品表を中心にモノと情報の一元化・共有化・リアルタイム化を実現するハイブリッド型生
　　　産・販売管理ソリューション「rBOM」
　　・生産プロセスの効率化や体制強化を図り、収益など事業価値の最大化に貢献するPLMソリュー

ション
②　業務ソリューション分野

・豊富な分析ボードによる経営情報の可視化および意思決定の迅速化を実現する会計ソリューシ
ョン

・「WEB給与明細」を基本機能として、各種オプションをラインナップしたクラウド型ポータル
  サービス「i-Compass」などの人事給与ソリューション
・各業種に応じたテンプレートの提供により、効率的なビジネス経営を実現するSaaS型ERP
 「D-Ever flex（ディー エヴァーフレックス）」
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③　DXソリューション分野
・現場作業者を支えるソリューションとIoTを組み合わせたIoW
・当社のエンジニアリングサービスとIoTを組み合わせ、オフィス環境の改善を一括でサポート
　するTOS(Total Office Service)

④　セキュリティソリューション分野
・戦略商品「AppGuard®」を中心とした、サイバー攻撃やランサムウェアから企業を守る数多
　くのセキュリティソリューション

⑤　ペーパレスソリューション分野
・契約書の電子化に加え、見積書や請求書、関連図面も丸ごとペーパレス化を実現する電子契約

サービス「DD-CONNECT(ディ・ディ・コネクト)」
・電子データ交換機能と、AIを活用したデジタル化機能をセットにした統合ペーパレスサービ
　ス「EdiGate DX-Pless」
・購買業務において社内の要求部門・調達部門や発注先を含めた業務の効率化と情報可視化を実

現する調達支援ソリューション「PROCURESUITE」

また、「CANVAS ONE」に掲げるシン・ビジネス創出の取組みとしまして、様々なソリューショ
ンや新たな技術を当社の事業とする企画、検討を実施し、一つのサービスとして、お客さまの全社の
データを一元的に管理し、業務の見える化と迅速な意思決定を支援するクラウド型ERPサービス「D-
Ever flex（ディー エヴァーフレックス）」の販売を開始しました。

グループ運営におきましては、M&Aにより連結子会社化した各社の開発リソースの活用や、シ
ン・ビジネス創出を目的とした連携を強化し、新たなビジネスの探求、企業文化や人財の行動の変革
を推進するため組織を横断するタスクフォース活動に引き続き取組みました。

この結果、販売面におきましては、富士通株式会社および同社グループとの連携強化による新規商
談および既存顧客からの受注獲得に引き続き努め、前連結会計年度の大型案件の獲得やインボイス特
需が剥落したものの、重点ソリューションやストックビジネスの伸長、モダナイゼーション案件の受
注により、当連結会計年度の業績は、受注高422億91百万円（前期比100.0％）となり(注)、売上高
につきましては、前期並みの426億90百万円（前期比98.4％）となりました。
　利益面におきましては、利益率の高い大型案件の売上が一服したことや、インボイス特需の剥落な
どにより、前連結会計年度に比べて売上総利益が減少し、また、「CANVAS ONE」に基づく人的資
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期別

部門 （自　2023年４月 1 日
至　2024年３月31日 ）

第71期

　 （自　2024年４月 1 日
至　2025年３月31日 ）

第72期
（当連結会計年度）

　
前期比

情報通信機器 11,883 百万円 11,311 百万円 95.2 ％

ソリューションサービス 31,494 31,378 99.6
合計 43,378 42,690 98.4

本投資の一環である従業員の処遇改善や教育投資の継続による経費の増加、のれん償却費用の減少な
どがあり、営業利益は24億10百万円（前期比83.2％）、経常利益は24億95百万円（前期比
83.9％）となりました。
　その結果、法人税、住民税及び事業税ならびに法人税等調整額を計上した親会社株主に帰属する当
期純利益は、16億83百万円（前期比91.5％）となりました。

　(注)なお、当連結会計年度において、ストックビジネスの受注高を、期末時点にて役務提供が完了
している期間に対応する契約金額の集計に変更したことに伴い、前連結会計年度につきましても、当
連結会計年度と同一の方法にて受注高ならびに受注残高を集計し、比較しております。

　事業部門別の業績は次のとおりであります。
　なお、当社グループは、情報通信分野における機器の販売およびサービスの提供を行う単一の事業
活動を営んでいるため、事業部門別に記載しております。

【事業部門別売上高】

(注) 当連結会計年度の売上における部門別割合は、情報通信機器部門が26.5％、ソリューションサービス部門が73.5％でありま
す。
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【情報通信機器部門】
　情報通信機器部門におきましては、前連結会計年度に大型案件の獲得があったことから、受注高は
104億19百万円（前期比87.7％）、売上高は113億11百万円（前期比95.2％）と減少しました。

【ソリューションサービス部門】
　ソリューションサービス部門におきましては、受注高は318億72百万円（前期比104.8％）、売上
高は313億78百万円（前期比99.6％）となりました。同部門の内訳は以下のとおりです。
　ソフトウェアサービスでは、前連結会計年度に大型案件の獲得があったことおよびインボイス特需
の剥落により、売上高は207億80百万円（前期比96.7％）と減少しました。
　保守サービスでは、情報通信機器部門の販売が増加したことに加え、ストックビジネスが堅調に推
移したことにより、売上高は73億70百万円（前期比106.8％）と増加しました。
　ネットワーク工事では、既存顧客を中心に販売が堅調であったことから、売上高は32億27百万円
（前期比104.2％）と増加しました。

(2) 設備投資の状況
　特記すべき設備投資および重要な設備の除却、売却等は行っておりません。

(3) 資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　今後の見通しにつきまして、DXの推進や生成AIなどの先端技術の活用、高度化するサイバー攻撃
への対応など、企業における設備投資は増加基調が続き、また、既存ITシステムの老朽化や労働人口
の減少に伴う人材不足の影響を受けた省力化需要の高まりなど、引き続きITへのニーズは高まってい
くものと思われます。
　このような経営環境のもと、当社は、当社グループのコーポレートアイデンティティ（目指す姿や
価値観、存在意義）を改めて見直し、理念体系の再定義を経て、2025年４月１日よりＤＡＩＫＯ　
ＸＴＥＣＨ株式会社へ商号を変更し、長期ビジョン「CANVAS」で掲げた「新たな価値提供への挑
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戦を続け、彩りのある企業へ～Be Challenging，Be Colorful～」をグループ共通のテーマとして、
2025年４月から2028年３月までの三ヵ年を対象とした中期経営計画「CANVAS TWO」をスター
トいたしました。「挑戦期」と位置付けた「CANVAS ONE」の成果を基に、CANVAS TWOの期間
を「変革期」と定め、「深化と革新」をテーマに、既存の強みを磨き上げると同時に市場とお客さま
志向に基づいた事業変革を行い、新たな価値提供に挑戦するため、以下の項目を重点課題として推進
してまいります。
①持続的成長に向けた事業変革
　(a)コアビジネス

　当社ビジネスの基盤である、以下領域の既存ビジネスを「コアビジネス」と定め、お客さまへ価
値提供できる領域にリソースを投下し、収益性の改善を推進してまいります。

　・注力領域
　　モダナイゼーションビジネスや製造業／流通業向けビジネス等において、お客さまのニーズと

当社の強みがある領域に注力し、ハードウェアサービスからソフトウェアサービスへのリソー
スシフトを図り、売上総利益の拡大と利益率の向上を図ります。

　　・継続領域
売り切り型のハードウェアビジネスから、長期的な価値提供ができる案件に集中するととも
に、継続的にお客さまのニーズが発生するネットワークサービスなどの提供により、長期的な
価値提供を実施してまいります。

　(b)重点ソリューション
　　当社が高い付加価値を提供する分野を「重点ソリューション」と定め、以下の領域において、プ

ロダクトライフサイクルを構築し、売上高および収益性の向上を目指してまいります。
　　・既存ソリューショション領域
　　　自社独自の業種、業務ソリューションを中心に、お客さまへの価値提供／市場ニーズを意識し

たプロダクトライフサイクル構築による効果的な事業展開を行い、売上高拡大および収益性の
向上を推進してまいります。

　　・新規ソリューション領域
お客さまへの価値提供領域を拡大し、お客さまの事業に沿ったシステム企画を支援するコンサ
ルティングや、蓄積されたデータを活用し、業務の効率化や経営の意思決定を支援するデータ
分析などのソリューションに取組んでまいります。
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

②財務戦略
キャピタルアロケーションに基づく財務戦略の立案、実行により、健全な財務基盤を元に成長投資
による持続的な成長を実現し、資本効率向上・株主還元強化とのバランスをとり、さらなる企業価
値向上を追求してまいります。

　(a)財務方針
　「M&Aを中心とした積極的な成長投資の推進」「財務健全性の確保」「安定配当を基本としDOE

３％をベースとする株主還元強化」の３つの軸により企業価値向上を図ってまいります。
　(b)成長投資方針

　コアビジネス、重点ソリューションそれぞれに対し、「人財」「教育」「開発」「M&A」分野への
成長投資を行い、収益の拡大、収益性の向上を図ります。

③人財・組織戦略と経営システム
　長期的な成長を実現するための両輪として、「人財・組織」と「経営システム」を強化することで

経営資源を増強し企業価値の向上を図ってまいります。
　(a)人財・組織戦略
　　社員と組織が相互に成長を図る善循環の醸成に向け「生産性向上」「人的資本投資」「エンゲー

ジメント向上」の施策を実践してまいります。
(b)経営システム

　　生産性向上と効率化に向けたオペレーションとシステムの見直しおよび執行機関による戦略実
行のプロセスと成果のモニタリングにより、企業の健全な成長を支える基盤を構築してまいり
ます。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます｡
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

　【当社ウェブサイト】
　　https://www.daiko-xtech.co.jp/ir/

(ご参考) サステナビリティに関する取組みについて

　当社グループが、ビジネスを行う上で最も重要なことは、お客さまをはじめ、従業員、お取引先、
地域社会、株主さまなどのステークホルダー「五方」の思いを理解し、誠実な対応と高い品質で、ス
テークホルダーから信頼されることであります。
　当社は、ステークホルダーから信頼される企業であり続け、100年企業を目指すため、長期ビジョ
ン「CANVAS」に基づき、サステナビリティ活動を推進してまいります。
　なお、当社グループのサステナビリティへの取組みについては、当社のウェブサイトにおいて開示
しております。
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財産および損益の状況の推移

期別

区分 ( 自　2021年４月 1 日
至　2022年３月31日 )

第69期

　 ( 自　2022年４月 1 日
至　2023年３月31日 )

第70期

　 ( 自　2023年４月 1 日
至　2024年３月31日 )

第71期

　 ( 自　2024年４月 1 日
至　2025年３月31日 )

第72期
（当連結会計年度）

　
売上高 (百万円) 35,472 37,615 43,378 42,690
経常利益 (百万円) 1,607 1,923 2,973 2,495
親会社株主
に帰属する
当期純利益

(百万円) 1,233 996 1,838 1,683

１株当たり当期純利益 90円38銭 75円03銭 139円85銭 129円89銭
総資産 (百万円) 24,177 25,617 27,828 26,840
純資産 (百万円) 9,146 9,904 11,731 12,720

期別

区分 ( 自　2021年４月 1 日
至　2022年３月31日 )

第69期

　 ( 自　2022年４月 1 日
至　2023年３月31日 )

第70期

　 ( 自　2023年４月 1 日
至　2024年３月31日 )

第71期

　 ( 自　2024年４月 1 日
至　2025年３月31日 )

第72期
（当事業年度）

　
売上高 (百万円) 30,110 31,816 36,486 36,294
経常利益 (百万円) 1,492 1,901 2,603 2,152
当期純利益 (百万円) 1,202 1,146 1,567 1,523
１株当たり当期純利益 88円09銭 86円37銭 119円21銭 117円58銭
総資産 (百万円) 21,581 23,125 24,935 24,022
純資産 (百万円) 8,169 9,075 10,634 11,396

(5) 財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第69期の期首から適用しており、第69期以降
に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

②　当社の財産および損益の状況の推移

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第69期の期首から適用しており、第69期以降
に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社議決権
比率 主要な事業内容

大興テクノサービス㈱ 20
百万円

100.00
％ ・電子計算機の保守

・建物附帯諸設備の保守管理

大興ビジネス㈱ 20 100.00 ・労働者派遣事業
・ソフトウェアの開発およびソフトウェアに係る運用管理

㈱AppGuard Marketing 9 66.67 「AppGuard®」に関する市場開拓、販売、導入後サポート
㈱ＤＳＲ 90 96.54 情報処理・提供サービス業
㈱アイデス 60 100.00 システム開発、アウトソーシング受託事業

ディ・ネットワークス㈱ 10 100.00 ・電話交換機設備の提供
・ネットワーク工事

名古屋総合システム㈱ 10 100.00 ・ＳＥ派遣業務
・受託ソフトウェア開発他

㈱ＣＡМＩ＆Ｃо． 32 100.00 ・IoT新規事業支援

㈱ベルテックス 10 100.00 ・コンピュータ業務用アプリケーション開発
・会計システム導入コンサルティング支援他

(6) 重要な子会社の状況
　当社の連結子会社は下記の９社であります。

25



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2025/05/30 11:08:18 / 24179294_ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ　株式会社_招集通知_電子提供措置用

主要な事業内容

(7) 主要な事業内容
①　情報処理機器の販売、施工および保守
②　コンピュータソフトウェアの開発、販売、賃貸および保守
③　情報システムの設計、開発、保守、運営管理およびコンサルティング
④　通信システム、情報ネットワークシステムの販売、設計、施工、保守およびコンサルティング
⑤　情報処理サービス、情報通信サービスおよび情報提供サービス
⑥　電気通信工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、消防施設工事等各種工事に関する設計、監

理、施工、保守およびコンサルティング
⑦　ビルメンテナンス業
⑧　労働者派遣事業
⑨　不動産の賃貸および管理
⑩　古物の売買
⑪　前記各号に付帯する一切の事業
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主要な事業所

名称 所在地 名称 所在地

本 社 新 宿 区 静 岡 支 店 静 岡 市 駿 河 区
東 北 支 店 仙 台 市 若 林 区 静 岡 東 部 支 店 沼 津 市
新 潟 支 店 新 潟 市 中 央 区 中 日 本 支 社 名 古 屋 市 中 区
北 関 東 支 店 宇 都 宮 市 西 日 本 支 社 大 阪 市 中 央 区
東 日 本 支 社 さ い た ま 市 大 宮 区 中 国 支 店 広 島 市 中 区
多 摩 営 業 所 立 川 市 山 口 営 業 所 周 南 市
長 野 支 店 長 野 市 九 州 支 店 福 岡 市 中 央 区
松 本 支 店 松 本 市 長 崎 営 業 所 長 崎 市

名称 所在地

大興テクノサービス㈱ 新 宿 区
大興ビジネス㈱ 新 宿 区
㈱AppGuard Marketing 新 宿 区
㈱ＤＳＲ 千 代 田 区
㈱アイデス 大 阪 市 中 央 区
ディ・ネットワークス㈱ 新 宿 区
名古屋総合システム㈱ 名 古 屋 市 中 村 区
㈱CAMI＆Co． 品 川 区
㈱ベルテックス 千 代 田 区

(8) 主要な事業所
①　当社の主要な事業所

②　子会社の事業所
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従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事業部門等の名称 従業員数 前期末比増減

情 報 通 信 機 器 部 門 239 名 +９ 名

ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 部 門 919 +23
管 理 部 門 165 △３

合　　　　計 1,323 +29

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

737名 +16名 44歳11ヵ月 17年8ヵ月

(9) 従業員の状況
①　企業集団の従業員数

②　当社の従業員の状況

借入先 借入金残高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 870 百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 550
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 400

(10) 主要な借入先

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年４月１日付で、商号をＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社に変更いたしました。

28



事業報告

2025/05/30 11:08:18 / 24179294_ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ　株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 47,900,000株 (普通株式)

(2) 発行済株式の総数 13,868,408株 (普通株式)

(3) 株主数 3,387名

株主名 持株数 持株比率

富 士 通 株 式 会 社 1,866 千株 14.71 ％

株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク 1,500 11.82
株 式 会 社 ド ッ ド ウ エ ル 　 ビ ー ・ エ ム ・ エ ス 637 5.02
大 興 電 子 通 信 従 業 員 持 株 会 584 4.60
み ず ほ リ ー ス 株 式 会 社 517 4.08
光 通 信 株 式 会 社 286 2.26
ヨ シ ダ ト モ ヒ ロ 269 2.12
大 興 電 子 通 信 取 引 先 持 株 会 234 1.85
ＢＢＨ ＢＯＳＴＯＮ ＦＯＲ ＮＯＭＵＲＡ ＪＡＰＡＮ ＳＭＡＬＬＥＲ ＣＡＰＩＴＡＬＩＺＡＴＩＯＮ ＦＵＮＤ ６２００６５ 226 1.78
Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ａ Ｃ Ｔ Ｉ Ｖ Ｅ 　 Ｂ Ｒ Ｏ Ｋ Ｅ Ｒ Ｓ 　 Ｌ Ｌ Ｃ 208 1.64

2．会社の株式に関する事項

(4) 上位10名の株主

(注) １．持株比率は自己株式（1,176,207株）を控除して計算しております。
　　 ２．大興電子通信従業員持株会および大興電子通信取引先持株会は、2025年４月１日付で、ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ従業員

　　持株会、ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ取引先持株会にそれぞれ名称変更しております。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員等に対し交付した株式の状況
　当社は、当社グループ全体の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株
主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しておりま
す。
　当社は、譲渡制限付株式報酬としての普通株式を、監査等委員である取締役以外の取締役（社外取
締役を除く）６名に対して40,367株および執行役員６名に対して11,901株交付いたしました。な
お、監査等委員である取締役および社外取締役については該当する事項はありません。
　また、譲渡制限付株式報酬としての普通株式を、当社子会社の取締役11名に対して3,300株交付
いたしました。

(6) その他株式に関する重要な事項
　当社は、資本効率の向上を図るとともに、株主還元策の一環として、2024年11月11日開催の取締
役会決議に基づき、同年11月12日から2025年３月31日にかけて、自己株式394,400株を総額
339,792,400円で取得いたしました。
　また、当社は、2024年４月26日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員に対し、従業員持株会
を通じて譲渡制限付株式を付与する制度を導入し、本制度に基づき、2024年８月16日付で大興電子
通信従業員持株会に対し、当社普通株式24,000株の自己株式の処分をいたしました。

3．会社の新株予約権等に関する事項（その他新株予約権等に関する重要な事項）
　記載すべき事項はありません。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長
C E O 松　山　晃一郎

代 表 取 締 役
副 社 長 C O O 岡　田　憲　児

取 締 役
常 務 執 行 役 員
C I S O

園　田　信　裕

取 締 役
上 席 執 行 役 員 佐　藤　克　己

取 締 役
上 席 執 行 役 員 関　　　高　志 システム本部長

取 締 役
執行役員CCO 間　渕　剛　志 コーポレート本部長

取 締 役 澤　谷　由里子

取 締 役 岡　田　登志夫

取 締 役 滝　川　芳　賢 富士通株式会社ビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクター

取 締 役
常勤監査等委員 大　西　　　浩

取 締 役
監 査 等 委 員 樋　口　千　鶴 上條・鶴巻法律事務所

取 締 役
監 査 等 委 員 小　野　弘　之

4．会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況

(注) 1．取締役澤谷由里子、岡田登志夫、滝川芳賢の３氏ならびに取締役（監査等委員）樋口千鶴、小野弘之の両氏は、会社法
　　　　第２条第15号に定める社外取締役であります。

2．取締役澤谷由里子、岡田登志夫の両氏ならびに取締役（監査等委員）樋󠄁口千鶴、小野弘之の両氏は、東京証券取引所が指定
を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3．監査等委員会は、必要な情報の収集を行うとともに、内部監査部門、会計監査人等との十分な連携を通じて、監査の実効性
を高め、監査・監督機能を強化するために、大西浩氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)
( う ち 社 外 取 締 役 )

198,225
(15,600)

118,214
（15,600)

50,013
（－)

29,998
（－)

10
(4)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

26,004
(12,000)

26,004
(12,000)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

224,229
(27,600)

144,218
(27,600)

50,013
(－)

29,998
(－)

13
(6)

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第１項および定款第24条に基づき、会社法第423
条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会
社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員およ
び従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が会社の業
務として行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被
る損害を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行っ
た行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

(4) 取締役の報酬等の額

　①　当事業年度に係る報酬等の総額等

(注) 1．上記には、2024年6月21日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含めております。
2．上記の報酬等の額には、社外役員6名（社外取締役（監査等委員を除く）4名、社外取締役（監査等委員）２名）に対する

報酬等の額27,600千円が含まれております。
3．期末現在の人数は、取締役（監査等委員を除く）９名（うち社外取締役（監査等委員を除く）３名）、取締役（監査等委

員）３名（うち社外取締役２名）であります。
4．上記業績連動報酬は、前事業年度（第71期）の業績を反映しております。当事業年度の決算に係る業績連動報酬は、来事

業年度（第73期）の報酬に反映されます。
5．非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であり、譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度に費用計上した額を記載しており

ます。
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　②　業績連動報酬等に関する事項
　　業績連動報酬額の決定は、基準額に当期純利益等の業績達成率を乗じて算定し、常勤取締役、常
勤監査等委員である取締役で構成される役員評価委員会により最終決定のうえ、その結果を取締役
会に報告しております。なお、業績連動報酬に係る指標の目標は以下のとおりであります。

常勤取締役（監査等委員である取締役を除く）
　当期純利益に加え、受注高、売上高、粗利益、営業利益（SE部門の取締役についてはSE部門
の総稼働率）を指標としております。

　　業績連動報酬に反映される前事業年度（第71期）の主な指標に対する実績は、「１．企業集団
の現況に関する事項」等に記載のとおりであります。

③　非金銭報酬等に関する事項
　　当社は、監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といい

ます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さ
まとの一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の
ための報酬を支給しており、支給する金銭報酬の総額は、年額50百万円以内としております。な
お、当該株式報酬の内容およびその交付状況は、「２．会社の株式に関する事項（５）当事業年
度中に職務執行の対価として当社役員等に対し交付した株式の状況」に記載のとおりでありま
す。

　④　取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の報酬等についての
株主総会の決議に関する事項

　当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容は、2021年６月25日開催
の第68回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬総額:年額２億50
百万円以内、監査等委員である取締役報酬総額:年額50百万円以内に決定しております。当該株主
総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は８名で、監査等委員である取締
役の員数は３名です。なお、2022年６月24日開催の第69回定時株主総会において、対象取締役
の報酬総枠内で対象取締役に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年間
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50百万円以内、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年間７万株以内とする
ことを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員
数は８名で、監査等委員である取締役の員数は３名です。なお、対象取締役の員数は５名です。

　⑤　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
イ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は、代表取締役、そ
の他の業務執行取締役の職位に応じて固定報酬である基本報酬と短期インセンティブとしての業
績連動報酬および中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬の基準額を取締役会において
決定しております。当社の常勤取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、固定報酬、
業績連動報酬、株式報酬の割合を概ね６:３:１の比率で取締役会により基準を決定しておりま
す。基準の決定にあたっては、業績との連動性を高めることで株主等のステークホルダーとの利
害を一致させること、報酬決定の透明性を高めるとともに役員の業績達成への意欲向上を図るこ
とを目的としており、基準の変更については、取締役会にて審議し決定いたします。

ロ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判
　　断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、固定報酬については前記イの方針に沿って
適切に決定されており、業績連動報酬および株式報酬に係る各対象取締役への具体的な配分に
ついても役員評価委員会の決定について、整合性を含めた多角的な検討を取締役会で行ってお
り、決定方針に沿うものであると判断しております。

　⑥　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　　取締役会は、代表取締役社長松山晃一郎に対し各取締役の基本報酬の額および社外取締役を除く
各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬の評価配分ならびに株式報酬に係る各対象取
締役への具体的な配分の決定を委任する決議をしております。委任した理由は、当社全体の業績等
を勘案しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断した
ためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、役員評価委員会がその妥当性につい
て確認しております。
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区分 氏名 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 澤　谷　由里子
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、企業経営に関する知見、情
報技術に関する高度な知識と併せてサービスデザインに関する専門的な知見
と客観的な視点から、議案の審議に必要な意見表明を適宜行っており、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 岡　田　登志夫
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、特に豊富な業務経験と経営
管理の知見から、議案の審議に必要な意見表明を適宜行っており、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 滝　川　芳　賢
2024年６月21日の就任以降開催の取締役会10回全てに出席し、特に豊富
な業務経験と実績から、議案の審議に必要な意見表明を適宜行っており、意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 樋　口　千　鶴

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、特に弁護士としての専門的
な知見を活かし、法的かつ客観的な視点から、議案の審議に必要な意見表明
を適宜行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。また、当事業年度開催の監査等委員会14回全てに出
席し、報告事項についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行って
おります。

取 締 役
（監査等委員） 小　野　弘　之

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、特に豊富な業務経験と経営
管理の知見から、議案の審議に必要な意見表明を適宜行っており、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、
当事業年度開催の監査等委員会14回全てに出席し、報告事項についての意
見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

(5) 社外役員に関する事項
　①　他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

　滝川芳賢氏は、富士通株式会社のビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクターを
　兼務しております。
　同社は当社の大株主であり、主要な取引先として会社法施行規則第２条第３項第19号に定
　める特定関係事業者であります。

　②　他の法人等の社外役員等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

　③　当事業年度における主な活動状況

35



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2025/05/30 11:08:18 / 24179294_ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ　株式会社_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況

支払額

当事業年度に係る報酬等の額 35,980千円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35,980千円

5．会計監査人の状況
(1) 名称　　　　太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

(注) 1．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間およ
び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分しておりませ
んので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。

3.  当事業年度は、上記のほか、前事業年度の監査証明業務に基づく追加報酬2,300千円を支払っております。

(3) 解任または不再任の決定の方針
①　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
②　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後、最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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6．会社の体制および方針
(1) 業務の適正を確保するための体制の整備
　当社は、2006年４月28日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を定め、
2008年５月９日、2013年８月29日、2015年５月８日および2021年６月14日開催の取締役会に
おいてその一部を改訂することを決議し、以下のとおり業務の適正を確保するための体制を整備して
おります。
　①　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社グループは、法令を遵守し高い倫理観をもって公正かつ透明な企業活動を行い、社会に貢
献することを基本姿勢とし、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス体制の整備、充実に
取組みます。
・取締役会規程等、各会議体に関する規程に従い職務執行に関する適正な意思決定を確保しま

す。
・当社は当社グループの企業行動の適正化に関する事項を審議、決定する「経営監理委員会」を

設置し、コンプライアンス責任者としてチーフ・コンプライアンス・オフィサー（Chief 
Compliance Officer（CCO））を選任するとともに、事業に関わる法令やリーガルリスクを
特定しコンプライアンス体制を計画的かつ網羅的に整備します。

・定期的な内部監査により法令および定款への適合性を確認します。
・社会から信頼される企業、よき企業市民を目指し全役職員に適用される「DAiKOグループ行

動基準」の策定および透明性のある内部通報制度（DAiKOホットライン）を設置し運用しま
す。

・反社会的勢力や団体とは関わりを持たず、不当な要求を受けた場合毅然とした対応を行いま
す。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を、法令および社
内規程に基づき適正に記録し、これを保存および管理します。また、すべての取締役は常時これ
らの情報を閲覧することができるものとします。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、リスク管理規程に準拠したリスク管理体制の整備を進め、当社グループを取
り巻くリスクを特定したうえで計画的かつ網羅的にリスク対応を図ります。また、経営監理委員
会へリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理
対応策を整備します。
④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定の妥
当性を高めるためのプロセス・体制を整備します。取締役会は原則月１回開催し、経営に関する
重要事項について審議、議決および取締役の業務執行状況の監督等を行います。
　また、業務執行機能強化のため執行役員制度を採用し経営の効率化を図り、執行役員会を原則
月１回開催し、戦略計画の立案、経営・業務執行についての重要案件を十分に審議します。
⑤　子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程に従い、子会社の職務執行の状況について子会社を管理する部門へ
の報告を義務付けております。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の子会社を管理する部門が子会社を定期的に指導、管理を行うことで、子会社の業務執行
機能の強化と効率化を図っております。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
　当社は、現在監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求めら
れた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとし、当該使用人への指
揮命令は監査等委員会に属するものといたします。
　また、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を
得ることにより、取締役からの独立性を確保いたします。
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⑦　取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に
関する体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
　当社グループは、監査等委員会が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報
告を受けることができる体制を整備するとともに、DAiKOホットライン規程に基づき、当社グ
ループの取締役および使用人が当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けること
がない体制を整備しております。さらに、監査が実効的に行われることを確保するため監査、法
務、経理、総務等の関連部門が監査等委員の業務を補助するとともに、監査等委員が職務の執行
について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担いたします。
⑧　財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法に規定する財務報告の信頼性を確保するために以下の体制を整備し、
企業価値の向上を図ります。
・内部統制規程、他関係諸規程、関連文書を整備することで適切な統制環境を構築し、併せて業

務の有効性および効率性を高めます。
・内部統制の整備・運用状況を評価する日常的モニタリング、ならびに独立評価の仕組みを構築

し、実施します。
・モニタリング結果は、経営監理委員会にて、集約、分析し、内部統制が有効に機能するよう継

続的に改善を図り、代表取締役および取締役会がその有効性を評価し外部に向けて報告しま
す。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では内部統制システムを整備しており、その基本方針に基づき以下の取組みを行っておりま
す。
①　取締役の職務の執行について

　取締役会は、取締役会規程に則り開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、さらに職務
執行の適正性および効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役（監査等委
員）が常時出席しております。また、執行役員会においては戦略計画の立案、経営・業務執行に
ついての重要案件の十分な審議を行っております。
　取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報は、法令および社内規程に
基づき適正に記録し、保存管理しております。
②　損失の危険の管理について

　リスク管理規程に準拠して特定、集約された当社および当社子会社のリスクについて、企業行
動の適正化に関する事項を審議、決定する経営監理委員会において、その対応策および実施状況
について定期的に審議、確認を行っております。
③　子会社から成る企業集団の状況について

　関係会社管理規程に従い、子会社の職務執行の状況について、定期的に子会社を管理する部門
へ報告を受け、指導・管理を行っております。
④　監査等委員会の職務の執行について

　監査等委員会は当社および当社子会社の監査を行うとともに、監査等委員会規程に則り開催さ
れる監査等委員会において、適宜情報交換が行われ、常勤監査等委員である取締役は取締役会や
経営監理委員会だけでなく、そのほかの重要な会議にも出席するとともに、定期的に稟議書等の
業務執行に関わる重要文書の確認を行っております。
⑤　財務報告に係る内部統制について

　内部統制規程、他関係諸規程および関連文書の整備を行うとともに、内部統制の整備・運用状
況を評価する日常的モニタリングを行っております。また、モニタリングの結果は経営監理委員
会に報告され、継続的な改善を行っております。
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(3) 会社の支配に関する基本方針
　当社は、2007年５月10日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針を以下のとおり決定し、その後2010年９月27日開催の取締役会にお
いてその一部を改訂することを決議しております。
　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、株主様をはじめとした当社のステークホルダ
ーとの信頼関係を最優先に考え、当社の企業価値を中長期的に最大化させる者でなければならないと
考えております。当社はこの方針の下、以下の取組みを行っていきます。

①　業績の向上を図り、安定した収益基盤を確立すること
②　大株主である企業との取引関係をより密にし、継続的な信頼関係を構築すること
③　業績を反映した適正な株価形成と、円滑な株式流通を確保するため、IR活動を強化すること
④　株主優遇策すなわち、株価、配当を財務戦略の重要課題として位置づけるとともに、財務面の

健全性向上・維持に取組むこと
⑤　不本意な買収に対抗できる企業価値向上のため、経営計画を策定・推進し、成長基盤を確立す

ること
⑥　良好な労使関係を確立し、持株会の充実を図り従業員の支持を得ること
　さらに、当社は株主異動状況の定期的な調査、買収提案があった場合の対応手順の作成等、当社
株式の大量取得を行う者が出現した場合に適切な対応を講ずることができるよう努めてまいりま
す。
　なお、取締役会としては、上記取組みの具体的な内容からして、株主共同の利益を損なうもので
はなく、役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(注) 本事業報告中の記載方法は以下によります。
1．金額につきましては、表示単位未満切捨て。
2．議決権比率および持株比率につきましては、小数第三位を四捨五入。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：千円)
科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
機 器 及 び 材 料
仕 掛 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
の れ ん
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

21,490,511
8,464,484
361,052

7,822,011
709,136

1,999,442
2,452

787,127
1,350,994

△6,191
5,350,179
657,283
243,436
82,328

110,908
218,691

1,918
542,820
134,546
39,011

331,278
32,916
5,067

4,150,075
2,359,370
1,236,784
465,475
124,494
△36,049 　

流 動 負 債 9,712,760
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,829,124
短 期 借 入 金 2,070,000
リ ー ス 債 務 102,620
未 払 費 用 279,330
契 約 負 債 1,339,261
未 払 法 人 税 等 324,392
未 払 消 費 税 等 322,642
賞 与 引 当 金 824,669
そ の 他 620,718

固 定 負 債 4,407,495
リ ー ス 債 務 187,818
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 54,363
退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,165,314
負 債 合 計 14,120,256

純資産の部

株 主 資 本 11,399,308
資 本 金 1,969,068
資 本 剰 余 金 166,122
利 益 剰 余 金 10,057,501
自 己 株 式 △793,384
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,266,232
その他有価証券評価差額金 1,243,209
退職給付に係る調整累計額 23,023
非 支 配 株 主 持 分 54,894
純 資 産 合 計 12,720,434

資 産 合 計 26,840,691 負 債 及 び 純 資 産 合 計 26,840,691
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連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

科目 金額

売 上 高 42,690,259
売 上 原 価 32,134,077

売 上 総 利 益 10,556,181
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,145,896
営 業 利 益 2,410,285
営 業 外 収 益 110,560

受 取 利 息 3,161
有 価 証 券 利 息 2,696
受 取 配 当 金 77,374
助 成 金 収 入 14,278
保 険 解 約 返 戻 金 2,807
そ の 他 10,242

営 業 外 費 用 25,603
支 払 利 息 20,301
支 払 手 数 料 2,548
そ の 他 2,753

経 常 利 益 2,495,242
特 別 利 益 3,458

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,458
特 別 損 失 14,036

投 資 有 価 証 券 評 価 損 12,112
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,923

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,484,664
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 569,540
法 人 税 等 調 整 額 225,060
当 期 純 利 益 1,690,064
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,814
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,683,249
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,969,068 141,265 8,751,466 △499,543 10,362,255
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △377,214 △377,214
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,683,249 1,683,249

自 己 株 式 の 取 得 △340,007 △340,007
自 己 株 式 の 処 分 24,857 46,166 71,024
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 24,857 1,306,035 △293,841 1,037,052
当 期 末 残 高 1,969,068 166,122 10,057,501 △793,384 11,399,308

その他の包括利益累計額 非支配
株主持分

純資産
合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,351,303 △30,058 1,321,245 48,119 11,731,621
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △377,214
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,683,249

自 己 株 式 の 取 得 △340,007
自 己 株 式 の 処 分 71,024
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △108,094 53,081 △55,013 6,774 △48,238

当 期 変 動 額 合 計 △108,094 53,081 △55,013 6,774 988,813
当 期 末 残 高 1,243,209 23,023 1,266,232 54,894 12,720,434
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貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
有 価 証 券
機 器 及 び 材 料
仕 掛 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

17,956,398
5,915,468
358,579

7,112,384
379,746

1,999,442
2,452

762,774
1,063,390
770,698

△408,541
6,065,605
375,277
188,279
25,368

208
161,041

379
137,258
93,463
39,011
4,783

5,553,068
2,338,637
2,046,558
744,662
459,259
△36,049 　

流 動 負 債 9,135,463
買 掛 金 3,889,160
短 期 借 入 金 2,170,000
リ ー ス 債 務 64,884
未 払 金 434,277
未 払 費 用 142,538
契 約 負 債 1,275,036
未 払 法 人 税 等 287,519
未 払 消 費 税 等 248,790
預 り 金 51,855
賞 与 引 当 金 528,200
そ の 他 43,202

固 定 負 債 3,489,593
リ ー ス 債 務 114,025
退 職 給 付 引 当 金 3,375,568
負 債 合 計 12,625,057

純資産の部
株 主 資 本 10,156,327
資 本 金 1,969,068
資 本 剰 余 金 131,036
資 本 準 備 金 100,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 31,036
利 益 剰 余 金 8,848,575
利 益 準 備 金 130,611
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,717,964

繰 越 利 益 剰 余 金 8,717,964
自 己 株 式 △792,353
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,240,618
その他有価証券評価差額金 1,240,618
純 資 産 合 計 11,396,945

資 産 合 計 24,022,003 負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,022,003
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損益計算書

損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

科目 金額

売 上 高 36,294,924
売 上 原 価 27,937,112

売 上 総 利 益 8,357,811

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,433,227

営 業 利 益 1,924,584
営 業 外 収 益 251,609

受 取 利 息 及 び 配 当 金 233,928

有 価 証 券 利 息 2,696

助 成 金 収 入 6,307

そ の 他 8,676

営 業 外 費 用 23,570
支 払 利 息 18,795

支 払 手 数 料 2,548

そ の 他 2,226

経 常 利 益 2,152,623
特 別 利 益 3,458

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,458

特 別 損 失 31,107
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,923

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 29,183

税 引 前 当 期 純 利 益 2,124,974
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 457,208
法 人 税 等 調 整 額 144,082

当 期 純 利 益 1,523,683
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,969,068 100,000 6,073 106,073 92,889 7,609,216 7,702,106

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 37,721 △414,935 △377,214

当 期 純 利 益 1,523,683 1,523,683

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 24,962 24,962
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 24,962 24,962 37,721 1,108,747 1,146,469

当 期 末 残 高 1,969,068 100,000 31,036 131,036 130,611 8,717,964 8,848,575

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △498,407 9,278,841 1,355,376 1,355,376 10,634,218

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △377,214 △377,214

当 期 純 利 益 1,523,683 1,523,683

自 己 株 式 の 取 得 △340,007 △340,007 △340,007

自 己 株 式 の 処 分 46,061 71,024 71,024

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △114,758 △114,758 △114,758

当 期 変 動 額 合 計 △293,946 877,486 △114,758 △114,758 762,727

当 期 末 残 高 △792,353 10,156,327 1,240,618 1,240,618 11,396,945
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 憲 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 忠 津 正 明

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社
取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社の2024年４月１日か
ら2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書
類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、
連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督
及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 憲 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 忠 津 正 明

独立監査人の監査報告書
2025年５月13日

ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社
取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ株式会社の2024年４月
１日から2025年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書 謄本
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会計監査人の監査報告書

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第72期事業年度の取締役の職務
の執行に関し監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査等委員から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査部その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査等委員が子会社の監査役を兼務して
おり、子会社の取締役会に出席するほか、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。事業報告に記載されている取締役の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集
団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、財務報告に係る内部統制について
は取締役及び太陽有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け必
要に応じて説明を求めました。事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針及び取り組
みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま
した。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事
業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書 謄本
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る
内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている各取組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月14日
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ株式会社　監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 大 西 　 浩 ㊞
社 外 監 査 等 委 員 樋 口 千 鶴 ㊞
社 外 監 査 等 委 員 小 野 弘 之 ㊞

　
　監査等委員 樋口 千鶴 及び 小野 弘之 は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
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